
１３、土屋 春城 助役の陳述書（抜粋）
平成２７年１月１９日２０時２０分頃、Ｎ７００系（改造）新幹線電車の仕業検査を担当し

ていた島津社員は、１５号車床下にて、台車部検査の際に、車軸(台車を構成する部品)の検査

をすべきところ、これを行わなかったため、私は島津社員に対し注意指導を行いました。

１４、田伏 秀輔 助役の陳述書（抜粋）

平成２７年２月６日、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津社員は、作業実績

書の「運転台ガラスヒーターＮＦＢ『入』定位確認」項目の編成欄に、「Ｅ１３」と記入すべ

きところ、誤って「Ｅ１２」と記入したため、同日１７時４０分頃、仕業申告詰所において、

私は島津社員に対して注意指導を行いました。

島津さん裁判の会社管理者への証人尋問が１０月３０日に決定！！
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島津さん裁判・本人訴訟Ⅱ
こんなウソを非違行為として報告していた！

［１５号車床下にて、台車部検査時］

島 津：ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ、歯車箱、WN 継手、ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ。

土 屋：島津さん、車軸は？。

島 津：あっ、抜けましたか？

土 屋：うん、抜けたな。

島 津：はい、車軸。

(その後は正しい手順で検査した)

［仕業申告詰所にて］

田 伏：島津さん、この作業実績書ですけど、編成が違いますよ。（実績書を見せる）

島 津：あれ、すみません。（所報を見る）

田 伏：提出前に再度確認して下さい。


